
飾区かつしかエコライフプラザ団体登録申請書兼 

飾区公共施設予約システム利用者登録申請書 

（新規・変更・廃止） 
 
※太枠をご記入ください。 

上記のとおり、飾区かつしかエコライフプラザの利用登録団体及び飾区公共施設予約システムの利用者として

登録したいので、会則・会員名簿を添えて申請します。 

 

※ホームページ、タッチパネルからの申込みを希望される場合は、パスワードの設定が必要です。 

※ご記入いただいた個人情報は、施設の利用受付・使用及び施設管理のために必要な場合を除き使用いたしません。 

※この登録申請書は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正に管理いたします。 

※団体名、団体の目的、活動の内容及び活動実績については、公開する場合があります。 

      年   月   日  

届
出
者 

氏名 清掃 理衣 

  
住所 飾区立石５－１３－１ 

飾区長 あて  
電話 ０３（５６５４）８２７３ 

 

飾区

使用欄 

課長 係長 担当者 
   

 

利用者登録番号 料金区分 
  

目的内  減免なし 
目的内  減免・免除 

団体名 
（利用者名） 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  ゴミゲンリョウスイシンカイ 

ごみ減量推進会 

代
表
者
名 

氏名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) セイソウ リイ 

会
員
数 

全
体  ３０ 人 清掃 理衣 

住所 飾区立石５－１３－１ 

内
訳 

区内在住・ 
在勤・在学  ２５人 

電話  ０３（５６５４）８２７３ 

区外  ５人 
e メール 

abcdefg@city.katsushika.lg.jp 

連絡者

（１） 氏名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) セイソウ リイ 

電話 
 
０３（５６５４）８２７３ 

清掃 理衣 

連絡者

（２） 氏名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) ××  ×× 

電話 
 
０３－××××－×××× 

×× ×× 

団体の目的 ごみ減量のための取組みを考え、実践する。 

活動内容 ごみ減量のためのイベント実施、ごみ減量の講演会の企画、ごみ減量相談会 

パスワード 
(数字４桁) △△△△ 

 

＜第１号様式＞ 
記入例 

実際の連絡担当者を

記入してください。 

インターネットで予約を取るときに必要になり

ます（必要なければ未記入）。支払いは、口座引

き落とし（要登録）又はクレジットカード払い（登

録不要）のいずれかになります。 

mailto:abcdefg@city.katsushika.lg.jp


  

飾区かつしかエコライフプラザ減額・免除団体登録申請書 

 

太枠内をご記入ください。 

団体名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ)  ゴミゲンリョウスイシンカイ 

ごみ減量推進会 

代
表
者
名 

氏名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ)  セイソウ リイ 

電話番号 ０３（５６５４）８２７３ 
清掃 理衣 

住所 飾区立石５－１３－１ 

団体の

目的 ごみ減量のための取組みを考え、実践する。 

活動の

内容 ごみ減量のためのイベント実施、ごみ減量の講演会の企画、ごみ減量相談会 

 
上記のとおり、飾区かつしかエコライフプラザの減額・免除団体として登録したいので申請します。 

 

減免条件（施設を使用する際は、下記の条件のいずれかを満たす場合に減免されます。） 
①東京都が自ら行政目的で使用する場合 
②官公署（区及び東京都を除く。）又は公益社団法人若しくは公益財団法人が自ら公益目的のために使用する場合 
③区内の公共的団体が自主的な地域活動又は文化活動を行うために使用する場合 
④登録団体が使用する場合 
⑤区が自ら行政目的のために使用する場合 
⑥区内の心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用する場合 
⑦青少年の健全育成を目的とする区内の公共的団体が義務教育終了前の者を対象として催物を行うために使用する場合 

 
※ご記入いただいた個人情報は、施設の利用受付及び施設管理のため以外には使用いたしません。 
※この登録申請書は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正に管理いたします。 

※団体名、団体の目的、活動の内容及び減免額については公開する場合があります。 

 

     年   月   日 
 

届
出
者 

氏名 清掃 理衣 

  
住所 飾区立石５－１３－１ 

飾区長 あて  
電話 ０３（５６５４）８２７３ 

 

飾区 

使用欄  不承認・減額・免除 
（    ％） 

課長 係長 担当者 

   

 
 

利用者登録番号 
 

＜第 10 号様式＞ ＜第 10 号様式＞ 記入例 

登録団体は付帯設備が５割減額されます。「飾区かつしかエコライフプラザ団体登録申請

書」とともに「飾区かつしかエコライフプラザ減額・免除団体登録申請書」を提出する

ことでマイク等の付帯設備を借りるときに減額料金で借りることができます。 


